
令和８年度 危険物取扱者保安講習受講に関するフロー 

 （※危険物取扱業務に就いている方は保安講習を 3年に 1度受ける義務があります） 

申請書は(一社)福島県危険物安全協会連合会へ提出 

(TEL024-573-9600) 

令和８年度 

直ちに受講義務 

NO 

 

YES 

令和８年度 

受講義務 

受講義務なし 

免状交付日又は前回

の保安講習受講日

より最初の 4月 1日

から 3 年以内に 

受講義務 

危険物取扱者免状を

持っている？ 

資格 

取得希望 

資格 

無し 

資格あり  

①？②？③？ 

③危険物取

扱業務に就

いていない 

①危険物取

扱業務に就

いている 

(一財) 

消防研究

センター

へ申込 

試 験 

合 格 

令和５年度に 

受講した 

何年も受講して

いない 

免状交付日又は 

前回の保安講習

より 2 年経過 

免状交付日又は

前回の保安講習

より 2 年以内 

免状交付・書換・再交付 
(一財)消防試験研究センター 

福島県支部 

TEL024-524-1474 

 

 

② 1年以内

に危険物取

扱業務に就

いた 

（※業務等諸事情で、前回の講習会又は免状交付日から 3 年経

過してない場合も、保安講習を受けることはできます。） 

※令和５年度（令和５年４月１日～令和６年３月 31日まで） 

※令和８年度（令和８年４月１日～令和９年３月 31日まで） 


